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令和３年９月１３日

文 部 科 学 省

初等中等教育局児童生徒課

学校教育法施行規則の一部を改正する省令案に関する

パブリック・コメント（意見公募手続）の結果について

「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案」について、令和３年６月２４日か

ら令和３年７月２３日までの期間、郵送・ ・メールを通じて、広く国民の皆様かFAX
ら御意見の募集を行いましたところ、合計５件の御意見をいただきました。

今回御意見をお寄せいただきました多くの方々の御協力に厚く御礼申し上げます。

いただいた主な意見の概要及びそれに対する文部科学省の考え方は別紙のとおりで

す。なお、とりまとめの都合上、内容により適宜集約させていただいております。貴

重な御意見をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。
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（別 紙）

主な意見の概要 文部科学省の考え方

○ 退学処分を認めることについては 御意見ありがとうございました。

賛成だが、教師が児童生徒を抑えつ 退学処分の運用については、学校

、けるために退学処分を濫用すること 教育法施行規則第二十六条のとおり

がないよう留意すべき。 適切な運用がなされるよう、必要に

応じて対応してまいります。

○ その他教育や国政全般への御意見 今回の改正と直接の関係はござい

ませんが、今後の参考とさせていた

だきます。



平成○○年○○月○○日

文 部 科 学 省

○○○○○局○○○○○課

に関する○○○○○○○○○○○○

パブリックコメント（意見公募手続）の結果について

「○○○○○○○○○○○○」について、平成○○年○○月○○日から平成○○年

○○月○○日までの期間、電子メール・郵便・ファックスを通じて、広く国民の皆様

から御意見の募集を行いました。

その結果、寄せられた御意見はございませんでした。

今後とも文部科学行政に御協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。


